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 「こども誰でも通園制度」は、保育所等に通っていないお子さんを対象に 

保護者の就労要件を問わず保育所等に通園できる制度です。 

 保育所等を利用していないこどもを含め、すべてのこどもの育ちを応援し 

すべての子育て家庭を支援します。 

 保育所等に通っていない 0 歳 6 か月 ～ 満 3 歳未満  

 「長崎市ホームページ」でご確認ください 

  ※ https://www.city.nagasaki.lg.jp/site/e-kao/52794.html 

 こども１人あたり 月 10 時間（上限） 

 １時間 300 円（標準） 

 ※ 施設により、おやつ代や保険料等について、別途負担あり 

 「こども誰でも通園制度ホームページ」より申請 

 ※ https://www.daretsu.cfa.go.jp/ 

 ① 利用申請 ⇒ ② 事前面談 ⇒ ③ 利 用 
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